
ジェネリック医薬品と一般名処方
　数年前から処方せんの薬品名の記載が変わったことに、お気付きの方も多いのではないでしょ

うか？　平成24年度の診療報酬改定で、処方せんに一般名処方が導入されました。

　一般名処方だと今までと何が違うの？と疑問に思っている方のために、今回はジェネリック医

薬品と一般名処方について解説したいと思います。

ジェネリック医薬品とは？

　医薬品には、処方せんがなくても一般の薬局やドラッグストア等で購入可能な一般用医薬品

（OTC：Over The Counter）と、医師の処方せんが必要な医療用医薬品があります。医療用医薬品に

は、先発医薬品（新薬）とジェネリック医薬品（後発医薬品）とがあります。

　例えば、一般的な痛み止めである『ロキソニン』は先発医薬品で、そのジェネリック医薬品は

『ロキソプロフェンナトリウム「日医工」』・『ロキソプロフェンナトリウム「サワイ」』など、様々

な製薬会社から発売されています。

　ジェネリック医薬品は、薬の有効成分、効果・安全性は先発医薬品と同じであることが厚生労

働省に認められています。医薬品にも特許があり、新薬は20～25年間は開発した製薬会社が独占

して製造・販売する権利を持ちますが、ジェネリック医薬品は特許が切れたあとに、他の製薬会

社が安い価格で製造した医薬品です。開発にかかる期間、開発費用が少なくて済むため、販売価

格を安くでき、ジェネリック医薬品を選択することで医療費の削減につながります。

　先発医薬品とは、色・形・添加物等の違いは認められています。よって、これらの違いを利用

して、先発医薬品よりも改良された薬を作ることができます。しかし、添加物の違いにより、ア

レルギーを引き起こしてしまったりする場合もあります。

医薬品

一般用医薬品（OTC）

医師の処方せんなしで、

一般の薬局等で購入できる薬

医療用医薬品

病院で医師から処方される薬

ジェネリック医薬品（後発医薬品）

新薬の特許が切れたあと

他の製薬会社から発売された薬

先発医薬品（新薬）

新規に開発され、発売された薬
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